
◎特定複合観光施設区域整備法 
（平成三〇年七月二七日法律第八〇号）   

一、 提案理由（平成三〇年五月二五日・衆議院内閣委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備法案につきまし

て、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 一昨年末に成立いたしました特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律におい

ては、政府は同法の施行後一年以内をめどとして必要となる法制上の措置を講じなけれ

ばならないこととされております。 

 このため、同法並びに衆議院及び参議院内閣委員会の特定複合観光施設区域の整備の

推進に関する法律案に対する附帯決議に基づき、特定複合観光施設区域整備推進会議に

おいて検討を行いました。さらに、全国で国民の御意見を直接伺う機会を設けた上で、

日本型の特定複合観光施設に関する制度設計を進めてきたところであります。 

 この法律案は、国際会議場、展示場や日本の伝統、文化、芸術等を生かした観光の魅

力増進施設等を一体的に設置、運営することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型

観光を推進するという政策目的を実現するものであり、同時に、世界最高水準のカジノ

規制等によって、さまざまな懸念に万全の対策を講じるものであります。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、特定複合観光施設区域の整備について、国土交通大臣による基本方針の作成、

都道府県等による民間事業者との区域整備計画の共同作成、認定申請、その際の地域の

合意形成等について規定をしております。また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の

数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定

複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。 

 第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたと

きは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、

免許制等のもとで所要の規制を設けております。また、カジノ行為の種類及び方法、カ

ジノ関連機器等についても、所要の規制を設けております。さらに、日本人等のカジノ

施設への入場回数について、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限

するとともに、二十歳未満の者、暴力団員等に対し、カジノ施設への入場等を禁止して

おります。 

 第三に、安易な入場を抑止する等の観点から、日本人等の入場者に対し、国と認定都

道府県等がそれぞれ三千円の入場料を賦課することとしております。また、カジノ事業

者に対し、国と認定都道府県等に納付金の納付を義務づけております。国庫納付金とし

て、カジノ行為粗収益の一五％に相当する額及びカジノ管理委員会の経費のうちカジノ

事業者に負担させることが相当なものの額の合計額を、認定都道府県等納付金として、

カジノ行為粗収益の一五％に相当する額をそれぞれ納付させることとしております。 

 第四に、内閣府の外局としてカジノ管理委員会を設置し、委員長及び四名の委員につ



いては、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとしております。また、カ

ジノ管理委員会のカジノ事業者等に対する監査、報告の徴収及び立入検査、公務所等へ

の照会等に関する規定を設けております。 

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 最後に、この法律案は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において、順次、

施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 速やかな御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、 衆議院内閣委員長報告（平成三〇年六月一九日） 

○山際大志郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に基づく措置として、都道

府県等による区域整備計画の作成及び国土交通大臣による当該区域整備計画の認定の制

度、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置等について定める

ものであります。 

 本案は、去る五月二十二日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本

委員会に付託されました。 

 本委員会におきましては、二十五日に石井国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、

同日質疑に入りました。三十一日には参考人から意見を聴取し、翌六月一日には安倍内

閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重に審査を重ね、十五日質疑を終局いたし

ました。次いで、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、 参議院内閣委員長報告（平成三〇年七月二〇日） 

○柘植芳文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に基づく措置として、

健全なカジノ事業の収益を活用して特定複合観光施設区域の一体的な整備を推進するこ

とにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、都道

府県等による区域整備計画の作成及び国土交通大臣による当該区域整備計画の認定の制

度、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置等について定めよ

うとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取したほか、内閣総理大臣の出席を求め、

質疑を行いました。 

 委員会における主な質疑の内容は、特定複合観光施設区域の整備の意義及び経済効果、

立地自治体での合意形成の在り方、区域整備計画の認定に係る手続、カジノ施設への入



場回数制限等の依存防止対策の妥当性、特定金融業務の必要性、カジノ管理委員会の体

制の在り方、カジノ事業と刑法の賭博に関する法制との整合性等でありますが、その詳

細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、国民民主党・新緑風会の矢田理事より反対、

立憲民主党・民友会の白委員より反対、日本共産党の田村委員より反対、希望の会（自

由・社民）の山本委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年七月一九日） 

 本法の施行に当たっては、次の諸点について適切に対応するべきである。 

一 政府は、特定複合観光施設区域整備に係る基本方針の策定、区域整備計画の認定等

の各段階において、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除、国際競争力

の高い魅力ある滞在型観光の実現を通じた観光及び地域経済の振興並びに財政の改善

の観点から十分な検討を行うこと。 

二 政府は、特定複合観光施設区域に設置される中核施設の基準に関する政令を定める

に当たっては、各施設が設置運営事業等の公益性を確実に担保するものとなるよう留

意すること。また、送客施設については、単なる観光案内所ではなく、全国各地の観

光及び地域経済の振興に寄与するものとなるよう、適切な基準を設けること。 

三 政府は、特定複合観光施設、とりわけカジノ施設の顧客の多くを日本人が占める可

能性があることに鑑み、区域整備計画の認定、認定区域整備計画の実施の状況の評価

に当たっては副次的弊害の防止に配慮するとともに、外国から多くの観光客を呼び込

むとの観点を重視すること。 

四 政府は、本法施行後最初にされる区域整備計画の認定の日から起算して七年後の認

定区域整備計画数の上限の見直しについて、特定複合観光施設区域の整備による経済

効果及び周辺地域も含めた治安等への負の影響を検証した上で、慎重に検討すること。 

五 区域整備計画を申請する都道府県等は、同計画の作成等において、公聴会等の開催

や情報開示を通じ、住民の合意形成に努めること。また、政府は、同計画の審査の際、

特定複合観光施設区域の整備に対し、同計画を申請する都道府県等及び立地市町村等

における住民の意見を反映させるために必要な措置が講じられていることを確認する

こと。 

六 区域整備計画を申請する都道府県等は、実施方針の策定及び変更、民間事業者の選

定、区域整備計画の作成等に関する事項を協議する都道府県等の協議会については、

カジノ事業者に関係する者以外の意見を適切に反映すること。 

七 国、都道府県等は、海外のカジノ事業者が民間事業者に選定されることを目指した



働きかけに対し、収賄等の不正行為を防止し、選定の公正性・透明性を確保すること。 

八 政府は、区域整備計画の申請の期間に関する政令を定めるに当たっては、各地方公

共団体による申請を公平に受けられる期間とするとともに、同計画を認定したときは、

国会に報告すること。 

九 政府は、事業計画に関する国土交通省令を定めるに当たっては、設置運営事業等の

公益性を確実に担保するとの観点から、設置運営事業者等がカジノ事業の収益をカジ

ノ施設以外の施設の設備投資等に確実に充てるよう必要な措置を講ずること。 

十 政府は、設置運営事業等の廃止に関する国土交通省令を定めるに当たっては、当該

廃止の是非の適切な判断に資するよう必要な措置を講ずること。 

十一 政府は、カジノ事業に参入しようとする民間事業者等に対する背面調査の実施に

当たっては、関係行政機関との十分な連携を図りつつ、厳格な調査を実施するととも

に、カジノ事業者への免許付与後も継続的にモニタリングを実施することにより、反

社会的勢力の排除を徹底し、カジノ事業に係る廉潔性の確保に万全を期すこと。 

十二 政府は、カジノ施設利用約款の記載事項及びカジノ事業者が同約款の内容を顧客

に提供する方法に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、カジノ施設内

の秩序保持、不正行為の防止、依存防止対策等の観点を踏まえ、顧客によるカジノ施

設の適切な利用の確保に資するものとなるよう留意すること。 

十三 政府は、カジノ施設への入場回数制限並びに入場料及び認定都道府県等入場料と

カジノ行為に対する依存との関連性について、カジノ事業者等の協力を得て検証し、

必要に応じて、適切な対策を講ずること。 

十四 政府は、カジノ行為の種類及び方法に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当

たっては、カジノ事業の健全な運営を確保するとの観点から、十分な検討を行うこと。 

十五 政府は、カジノ行為の公正性を確保し、又は著しく顧客の射幸心をそそることを

防止するために必要なカジノ行為に関する基準に関するカジノ管理委員会規則を定め

るに当たっては、ギャンブル等依存症に関する国内外の調査・研究の成果を反映させ

るよう努めること。 

十六 政府は、依存防止規程に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、同

規程に基づく依存防止措置が実効性のあるものとなるよう留意すること。また、カジ

ノ事業者への免許付与後においては、依存防止規程の遵守についてカジノ事業者に徹

底させるとともに、依存防止措置の実効性の検証を行い、必要な措置を講ずること。 

十七 政府は、カジノ行為に係る依存症対策について、ギャンブル等依存症対策基本法

に基づき、国内外の動向に留意しつつ、既存のギャンブル等に係る依存症対策に加え、

予防から治療・社会復帰に至るまでの必要な対策を講ずること。 

十八 政府は、特定金融業務に係る帳簿書類の作成・保存に関するカジノ管理委員会規

則を定めるに当たっては、当該業務の事後的な検証に資するものとなるよう留意する

こと。 



十九 政府は、カジノ事業者による特定資金貸付業務がカジノ行為に対する依存を助長

することのないよう、慎重な検討を行った上で預託金の額を定めること。また、多重

債務等の問題が生じないよう、カジノ事業者に対し顧客の返済能力に関する調査を徹

底させるとともに、貸付限度額の把握に努めること。 

二十 政府は、特定資金貸付業務における取立て行為において顧客に電話等をしてはな

らない時間帯に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、過剰な取立て行

為を防止する観点を踏まえ、十分な検討を行うこと。 

二十一 政府は、マネー・ローンダリング防止のために講じられるチップの他人への譲

渡、カジノ行為区画外への持ち出しの禁止等の措置の実効性確保のため、犯罪収益移

転防止規程に係る審査等を通じて、カジノ事業者による顧客管理措置を徹底させるこ

と。また、カジノ事業者が届け出た疑わしい取引に関する情報等について、集約、整

理及び分析を徹底して行うこと。 

二十二 政府は、一定額以上の現金取引の届出対象となる取引及び金額に関する政令や、

チップの交付等に対する顧客の支払手段及び特定資金移動業務における金融機関に関

するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、マネー・ローンダリング対策に万

全を期すとの観点から、十分な検討を行い、必要な措置を講ずること。 

二十三 政府は、カジノ事業及びカジノ施設に関する広告及び勧誘の規制がカジノ行為

に対する依存防止及び青少年の健全育成の観点から重要なものであることに鑑み、特

定複合観光施設区域外で広告物の表示が禁止されない施設に関する政令を定めるに当

たっては、当該施設を可能な限り限定すること。 

二十四 政府は、カジノ行為関連景品類の内容、経済的価値及び提供方法に係る基準に

関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、カジノ行為関連景品類の提供が

カジノ施設の過度な利用を誘発することのないよう留意すること。 

二十五 政府は、カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置に関するカ

ジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、カジノ施設を利用させることが不適切で

あると認められる者によるカジノ施設の利用の禁止・制限、カジノ施設及びその周辺

における監視及び警備の実施に万全を期すこと。 

二十六 政府は、カジノ事業の健全な運営に重大な影響を及ぼすカジノ関連機器等の種

別、用途及び機能に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、カジノ業務

に関する不正行為の防止に万全を期すとともに、不断の見直しを行い、必要な措置を

講ずること。 

二十七 政府は、カジノ管理委員会の事務体制の整備に当たっては、同委員会の公正性、

中立性に疑念を持たれることがないよう十分に留意しつつ、カジノ事業の監督を確実

に行うことができるよう、必要な人材を確保すること。また、同委員会の職員が必要

な能力を備えることができるよう必要な措置を講ずること。 

二十八 カジノ管理委員会は、同委員会における審議について、透明性を確保するよう



努めること。特に、本法において同委員会に委任された規則の策定については、その

検討の経過を明らかにすること。 

二十九 政府及び関係地方公共団体は、治安対策その他の弊害防止対策及びカジノ行為

を含むギャンブル等依存症対策について、立地地方公共団体のみならず、周辺地方公

共団体においても万全の対策を講ずること。このため、納付金や入場料による財源の

活用を含め、財政的な措置の在り方について検討し、必要な措置を講ずること。 

三十 政府は、本法に基づく政省令等を定めるに当たっては、国会における議論を踏ま

えて検討を行うとともに、国会及び国民に対し十分な説明を尽くすこと。 

三十一 政府は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律附則第二項に基づき

本法の見直しを行うに当たっては、本法に基づく政令、省令及びカジノ管理委員会規

則に定める事項について十分な検討を行った上で必要な措置を講ずるとともに、その

結果を国会に報告すること。 

  右決議する。 

 


